
コンタクトレンズの装用を目的に受診する患者さんへ 

  

当院では、コンタクトレンズの装用を目的に受診する患者さんの診療費

について、下記のとおり算定しております。 

 

記 

 

初 診 料          ２９１点 

外来診療料（再診時）      ７６点 

コンタクトレンズ検査料１   ２００点 

（１点＝10円） 

（他の岩手県立病院でコンタクトレンズ検査料が算定されている場合は、

当院が初診である場合でも外来診療料を算定します。） 

 

コンタクトレンズ診療を行っている医師名、眼科診療経験年数 

医 師 名 眼科診療経験年数 

 吉田 憲史 ３４ 

 佐々木 克哉 ２８ 

 

上記についてご不明な点がございましたら、眼科外来または受付

窓口にお尋ねください。 

 

岩手県立中央病院長 


